
計算書類

2024年12⽉期（第11期）

⾃ 2024年１⽉１⽇

⾄ 2024年12⽉31⽇

ビットバンク株式会社



貸借対照表

2024年12⽉31⽇ 現在

ビットバンク株式会社 （単位：千円）

資産の部 負債の部

科⽬ ⾦額 科⽬ ⾦額

【流動資産】 671,146,782 【流動負債】 658,742,939

現⾦及び預⾦ 10,026,326 利⽤者からの預り⾦ 57,395,195
預託⾦ 54,352,186 利⽤者からの預り暗号資産 564,827,448
暗号資産 604,656,117 その他の預り暗号資産 79,188
前払費⽤ 365,146 受⼊保証⾦ 206,948
未収消費税等 137,390 受⼊保証暗号資産 192,469
信⽤取引貸付⾦ 1,345,535 短期借⼊⾦ 549,950
信⽤取引貸付暗号資産 220,740 借⼊暗号資産 33,334,975
その他 45,027 未払⾦ 1,197,296
貸倒引当⾦ △1,688 未払費⽤ 241,201

【固定資産】 1,058,446 未払法⼈税等 672,485
有形固定資産 17,459 預り⾦ 45,781
建物 2,539 【固定負債】 34,824

⼯具、器具及び備品 14,920 繰延税⾦負債 34,824

無形固定資産 112,138 負債の部合計 658,777,763

ソフトウェア 103,805 純資産の部

ソフトウェア仮勘定 8,332 科⽬ ⾦額

投資その他の資産 928,848 【株主資本】 13,379,410

投資有価証券 470,853 資本⾦ 51,000

関係会社株式 30,900 資本剰余⾦ 8,598,212

181,000 資本準備⾦ 8,598,212

差⼊保証⾦ 191,585 利益剰余⾦ 4,730,198

⻑期前払費⽤ 54,509 その他利益剰余⾦ 4,730,198

 繰越利益剰余⾦ 4,730,198

【評価・換算差額等】 42,057

その他有価証券評価差額⾦ 42,057

【新株予約権】 5,997

新株予約権 5,997

純資産の部合計 13,427,465

資産の部合計 672,205,228 負債・純資産の部合計 672,205,228

関係会社出資⾦



損益計算書

⾃ 2024年１⽉１⽇

⾄ 2024年12⽉31⽇

ビットバンク株式会社 （単位：千円）

科⽬ ⾦額

【営業収益】

受⼊⼿数料 2,077,189

暗号資産売買等損益 5,863,602

その他 6,641 7,947,433

【営業費⽤】

⽀払⼿数料 174,562

借⼊暗号資産⽀払利息 151,610

販売費及び⼀般管理費 4,822,001 5,148,174

営業利益 2,799,259

【営業外収益】

受取利息 45,139

投資事業組合運⽤益 83,999

新株予約権戻⼊益 532

助成⾦収⼊ 2,024

雑収⼊ 13,392 145,087

【営業外費⽤】

⽀払利息 37,993

その他 533 38,526

経常利益 2,905,821

税引前当期純利益 2,905,821

法⼈税、住⺠税及び事業税 790,585

法⼈税等調整額 12,583 803,168

当期純利益 2,102,652



株主資本等変動計算書

⾃ 2024年１⽉１⽇

⾄ 2024年12⽉31⽇

ビットバンク株式会社 （単位：千円）

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
資本⾦

資本剰余⾦ 利益剰余⾦

株主資本合計
その他有価証券

評価差額⾦資本準備⾦
その他利益剰余⾦

繰越利益剰余⾦

当期⾸残⾼ 50,000 8,597,212 2,627,545 11,274,757 13,754 6,529 11,295,041

当期変動額

 新株の発⾏ 1,000 1,000 2,000 2,000

 当期純利益 2,102,652 2,102,652 2,102,652
 株主資本以外の項⽬の

 事業年度中の変動額（純額）
28,303 △532 27,771

当期変動額合計 1,000 1,000 2,102,652 2,104,652 28,303 △532 2,132,424

当期末残⾼ 51,000 8,598,212 4,730,198 13,379,410 42,057 5,997 13,427,465



 個 別 注 記 表 

 （重要な会計⽅針に係る事項に関する注記） 
 1.  有価証券の評価基準及び評価⽅法 

 (1)  ⼦会社及び関連会社株式 
 移動平均法による原価法を採⽤しております。 

 (2)  その他有価証券 
  市場価格のない株式等 

 移動平均法による原価法を採⽤しております。 

 投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 
  組合契約等に規定される決算報告⽇に応じて⼊⼿可能な最近の決算書を基礎 
 とし、持分相当額を純額で取り込む⽅法を採⽤しております。 

 2.  暗号資産に関する会計処理の⽅法 
 (1)  暗号資産の期末評価 

 ① 活発な市場が存在するもの 
 期末⽇の市場価格に基づく価額をもって暗号資産の貸借対照表価額とし、帳 

 簿価額との差額は暗号資産売買等損益として処理しております。 

 ② 活発な市場が存在しないもの 
 取得原価をもって貸借対照表価額としております。 

     
 (2)  利⽤者からの預り暗号資産に関する会計処理 

      利⽤者から預託を受けた利⽤者からの預り暗号資産は、貸借対照表上の資産と 
 して計上し、これと同額を負債として計上しております。 

 (3)  暗号資産の取引に関する損益 
 暗号資産の取引に関する損益（評価損益を含む）は、損益計算書上、純額で  

 暗号資産売買等損益に表⽰しております。 

 (4)  暗号資産の信⽤取引に関する勘定科⽬及びその会計処理 
 ① 信⽤取引貸付⾦ 
  信⽤取引にかかる⾦銭の貸付については、信⽤取引貸付⾦に計上しております。 
 ② 信⽤取引貸付暗号資産 
  信⽤取引にかかる暗号資産の貸付については、信⽤取引貸付暗号資産に計上して 
 おり、貸し付けた暗号資産はすべて活発な市場が存在することから市場価格に基づ 
 く価額をもって貸借対照表に計上しております。 
 ③ 貸倒引当⾦ 
  信⽤取引貸付⾦及び信⽤取引貸付暗号資産に対して貸倒引当⾦を計上しておりま 
 す。計上基準については、4. 引当⾦の計上基準をご参照ください。 
 ④ 受⼊保証⾦ 
  信⽤取引の保証⾦として受け⼊れた⾦銭については、受⼊保証⾦に計上しており 
 ます。 
 ⑤ 受⼊保証暗号資産 
  信⽤取引の保証⾦として受け⼊れた暗号資産については、受⼊保証暗号資産に計 
 上しており、受け⼊れた暗号資産はすべて活発な市場が存在することから市場価格 
 に基づく価額をもって貸借対照表に計上しております。 



 3.  固定資産の減価償却の⽅法 
 (1)  有形固定資産 

      定率法を採⽤しております。 
      ただし、2016年４⽉1⽇以降に取得した建物については定額法を採⽤しており 

 ます。 
      なお、主な耐⽤年数は以下のとおりであります。 
        建物                                     10〜15年 
        ⼯具、器具及び備品               ４〜８年 

 (2)  無形固定資産 
 定額法を採⽤しております。 
 なお、主な耐⽤年数は以下のとおりであります。 
    ⾃社利⽤のソフトウェア                ５年（社内における⾒込利⽤可能期間） 

 4.  引当⾦の計上基準 
  貸倒引当⾦ 

  信⽤取引貸付⾦及び信⽤取引貸付暗号資産の貸倒損失に備えるため、⼀般債権 
 については合理的に⾒積もった貸倒率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい 
 ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能⾒込額を計上しております。 

 5.  外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 
  外貨建⾦銭債権債務は、期末⽇の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損 
 益として処理しております。 
  外貨建有価証券（その他有価証券）は、期末⽇の直物為替相場により円貨に換算 
 し、換算差額は純資産の部におけるその他有価証券評価差額⾦に含めております。 

 6.  収益及び費⽤の計上基準 
    受⼊⼿数料は、主に当社が運営する暗号資産の取引所「  bitbank.cc  」において、暗号 
 資産の売買の媒介を⾏うことにより利⽤者から受け⼊れる⼿数料であり、当社は暗号 
 資産の売買取引を仲介する履⾏義務を負っています。当該履⾏義務は暗号資産の売買 
 取引の約定時に充⾜されるものであり、当該約定時点において収益を計上しておりま 
 す。 
  なお、暗号資産売買等損益については、収益認識会計基準の対象外であります。 

 7.  ハードフォークによるスプリット⼜はエアードロップにより新たに暗号資産を取得し 
 た際の会計処理 
  ハードフォークによるスプリット⼜はエアードロップにより取得した暗号資産は、 
 国内外の主要なカウンターパーティの取扱いにより、売買換⾦が可能と判断した時点 
 をもって資産（負債）を認識しております。 

 8.  その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 
  グループ通算制度を適⽤しております。 



 （貸借対照表に関する注記） 
 1.  有形固定資産の減価償却累計額                                                         56,661 千円 

 2.  関係会社に対する⾦銭債権⼜は⾦銭債務 
  区分表⽰されたもの以外で関係会社に対する⾦銭債権⼜は⾦銭債務の⾦額は 
 次のとおりです。 
  関係会社に対する⾦銭債権                                                              7,879 千円 
  関係会社に対する⾦銭債務                                                            38,993 千円 

 3.  取締役に対する⾦銭債務                                                                   60,530 千円 

 （損益計算書に関する注記） 
 1.  関係会社との取引⾼ 
    販売費及び⼀般管理費                                                                     7,503 千円 

 （株主資本等変動計算書に関する注記） 
 1．  当事業年度末⽇における発⾏済株式の種類及び総数に関する事項 

 株式の種類  当事業年度 
 期⾸株式数 

 当事業年度 
 増加株式数 

 当事業年度 
 減少株式数 

 当事業年度末 
 株式数 

 普通株式  54,750 株  2,000 株  -  株  56,750 株 

 A種優先株式  15,000 株  -  株  -  株  15,000 株 

 B種優先株式  21,430 株  -  株  -  株  21,430 株 
   
  （変動事由の概要） 
   普通株式の増加は次のとおりであります。 
    新株予約権の権利⾏使による増加                2,000 株 

 2．  当事業年度末⽇における当該株式会社が発⾏している新株予約権（⾏使期間の初⽇が 
 到来していないものを除く）の⽬的となる株式の数 

     普通株式                                                                                               6,940 株 

 （税効果会計に関する注記） 
 1．  繰延税⾦資産及び繰延税⾦負債の発⽣の主な原因別の内訳 

 繰延税⾦資産の発⽣の主な原因は、未払事業税及びソフトウェアに関する⾦額であ 
 りますが、全額評価性引当額を計上しており繰延税⾦資産の計上額はありません。ま 
 た、繰延税⾦負債の発⽣の主な原因は、その他有価証券評価差額⾦であります。 

 2．  法⼈税及び地⽅法⼈税の会計処理⼜はこれらに関する税効果会計の会計処理 
 当社はグループ通算制度を適⽤しております。また、「グループ通算制度を適⽤す 

 る  場  合  の  会  計  処  理  及  び  開  ⽰  に  関  す  る  取  扱  い」  （実  務  対  応  報  告  第  42  号  2021  年  ８  ⽉  12 
 ⽇）に従って、法⼈税及び地⽅法⼈税の会計処理⼜はこれらに関する税効果会計の会 
 計処理並びに開⽰を⾏っております。 



 （⾦融商品に関する注記） 
 1．  ⾦融商品の状況に関する事項 

 当社は、資⾦運⽤については元本の安全性を第⼀とし、流動性、収益性、リスク分 
 散を考慮した運⽤を⾏うものとしております。また、資⾦調達についてはファンドか 
 らの借⼊により資⾦を調達しております。 

 (1)  ⾦融商品の内容及びそのリスク 
 預託⾦は、主として関連法令の要求に基づき利⽤者からの預り⾦を信託銀⾏に 

 信託している預託⾦であり、信託銀⾏が破綻しても信託法によりその財産は保全 
 されることになっております。信⽤取引貸付⾦は信⽤取引にかかる利⽤者への⾦ 
 銭の貸付であり、利⽤者の信⽤リスクに晒されております。未収⼊⾦等の営業債 
 権等は、取引先の信⽤リスクに晒されております。投資有価証券は、主として株 
 式、組合出資⾦等であり、事業推進⽬的で保有しており、発⾏体の信⽤リスクの 
 ほか、発⾏体の投資先の信⽤リスクや市場リスク(価値変動リスク)にも晒されて 
 おります。差⼊保証⾦は、主にオフィスに関する不動産賃貸借契約に基づき差し 
 ⼊れた敷⾦であり、相⼿先の信⽤リスクに晒されております。 

 利⽤者からの預り⾦及び受⼊保証⾦は、利⽤者からの⼀時的な預り⾦であり、 
 市場変動リスクには晒されておりません。未払⾦等の営業債務等は、⼤部分を翌 
 ⽉現⾦⼜は預⾦にて⽀払っております。 

 (2)  ⾦融商品に係るリスク管理体制 
 ① 信⽤リスク（取引先の契約不履⾏等に係るリスク）の管理 

 信⽤取引貸付⾦については社内規程に基づき、当初貸付額及びその後の 
 マーケットの変動に応じて相当額の担保を利⽤者より受け⼊れることとし、 
 ⽇々与信管理を⾏う体制を整備しております。 

 営業債権等については管理部⾨が定期的に相⼿先毎の残⾼を把握してお 
 り、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握に努めリスクの軽減を⾏っ 
 ております。 

 市場性のない投資有価証券については定期的に発⾏体の財務状況の把握を 
 ⾏うと共に、発⾏体の投資先の状況についても確認を実施することで、投資 
 価値の回収に努めております。 

 ② 流動性リスク（⽀払期⽇に⽀払いを実⾏できなくなるリスク）の管理 
 適時に資⾦繰り計画を作成・更新するなどの⽅法により管理しておりま 

 す。また、⾦融機関との当座勘定貸越契約により⼀時的な資⾦需要への余⼒ 
 を確保するほか、ファンドを通じた借⼊により事業運営資⾦を確保すること 
 によって⼿許流動性の維持を図り、流動性リスクを管理しております。 

 ③ 市場リスク（市場価格、為替の変動に係るリスク）の管理 
 当該リスクに関しては、定期的に時価や発⾏体の財務状況等を把握するこ 

 とで減損懸念の早期把握や軽減を図っております。また、外貨建証券の為替 
 リスクにつきましては、定期的に為替変動による影響額をモニタリングして 
 おります。 

 (3)  ⾦融商品の時価等に関する事項についての補⾜説明 
  ⾦融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提 
 条件等を採⽤することにより、当該価額が変動することもあります。 



 2．  ⾦融商品の時価等に関する事項 
 （単位：千円） 

 貸借対照表計上額  時価  差額 

 差⼊保証⾦  191,585  181,058  △10,526 

 ※１ 「現⾦及び預⾦」、「預託⾦」、「未収消費税等」、「信⽤取引貸付⾦」、 
 「利⽤者からの預り⾦」、「受⼊保証⾦」、「短期借⼊⾦」、「未払⾦」、「未払費 
 ⽤」、「未払法⼈税等」及び「預り⾦」については、現⾦であること、または短期間 
 で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。 
  また、貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資は、「時価の算定 
 に  関  す  る  会  計  基  準  の  適  ⽤  指  針」  （企  業  会  計  基  準  適  ⽤  指  針  第  31  号  2021  年  6  ⽉  17  ⽇）  第  24 
 －16項に定める取扱いに基づき、時価開⽰の対象とはしておりません。 

 ※２ 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額 
 （単位：千円） 

 区分  貸借対照表計上額 
 投資有価証券（⾮上場株式）  225,011 
 関係会社株式  30,900 
 関係会社出資⾦  181,000 

 （注）⾮上場株式については、「⾦融商品の時価等の開⽰に関する適⽤指 
 針」（企業会計基準適⽤指針第19号）第５項に基づき、時価開⽰の対象とは 
 しておりません。 

 ※３ 貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の貸借対照表計上額 
 （単位：千円） 

 区分  貸借対照表計上額 
 投資有価証券（組合出資⾦等）  245,842 

 （注）組合出資⾦等については、「時価の算定に関する会計基準の適⽤指 
 針」  （企  業  会  計  基  準  適  ⽤  指  針  第  31  号  2021  年  ６  ⽉  17  ⽇）  第  24-16  項  に  基  づ  き、 
 時価開⽰の対象とはしておりません。 

 （関連当事者との取引に関する注記） 
 該当事項はありません。  

 （収益認識に関する注記） 
 顧客との契約から⽣じる収益を理解するための基礎となる情報については、「個別注 

 記表（重要な会計⽅針に係る事項に関する注記）６.収益及び費⽤の計上基準」に記載の 
 とおりであります。 

 （１株当たり情報に関する注記） 
 (1)  １株当たり純資産額                    91,118 円 38 銭 
 (2)  １株当たり当期純利益                   37,601 円 49 銭 



 （その他の注記） 
 暗号資産に関する注記 
 （資⾦決済法における暗号資産の会計処理等に関する当⾯の取扱いの適⽤） 

 当社は、資⾦決済に関する法律（平成21年法律第59号）における暗号資産を保有 
 しております。 

 (1)  暗号資産の貸借対照表計上額 

 貸借対照表価額 
 （千円） 

 保有する暗号資産（預託者等から預かっている暗号資産を除く）  39,557,011 

 預託者から預かっている暗号資産  565,019,917 

 その他の預り暗号資産  79,188 

 合計  604,656,117 

 (2)  保有する暗号資産の種類ごとの保有数量及び貸借対照表計上額 
   ①活発な市場が存在する暗号資産 

 種類  保有数量  貸借対照表価額 
 （千円） 

 ビットコイン（BTC）  1,384  20,600,121 

 ライトコイン（LTC）  7,480  120,730 

 リップル（XRP）  36,084,072  11,952,740 

 イーサリアム（ETH）  8,245  4,387,908 

 モナコイン（MONA）  632,203  25,958 

 ビットコインキャッシュ（BCC）  2,383  166,829 

 ステラルーメン（XLM）  5,656,521  298,664 

 クアンタム（QTUM）  123,565  58,693 

 ベーシック・アテンション・トークン（BAT）  1,175,169  43,946 

 オーエムジー（OMG）  133,183  6,789 

 シンボル（XYM）  15,666,471  43,552 

 チェーンリンク（LINK）  43,847  142,110 

 メイカー（MKR）  188  44,443 

 ボバネットワーク（BOBA）  284,047  9,242 

 エンジンコイン（ENJ）  624,423  21,113 

 ポリゴンエコシステムトークン（POL）※１  864,615  63,313 

 ポルカドット（DOT）  59,855  63,712 

 ドージコイン（DOGE）  6,540,770  330,256 

 アスター（ASTR）  12,805,194  121,482 



 種類  保有数量  貸借対照表価額 
 （千円） 

 カルダノ（ADA）  1,304,826  175,787 

 アバランチ（AVAX）  18,849  107,649 

 アクシーインフィニティ（AXS）  15,142  14,991 

 フレア（FLR）  13,867,851  54,805 

 ザ・サンドボックス（SAND）  365,936  32,570 

 ガラ（GALA）  3,854,443  21,480 

 チリーズ（CHZ）  2,636,382  33,410 

 エイプコイン（APE）  34,813  6,423 

 オアシス（OAS）  2,389,218  11,898 

 ディセントラランド（MANA）  224,822  16,861 

 ザ・グラフ（GRT）  1,519,279  49,195 

 レンダー（RENDER）※２  105,696  116,159 

 ビルドアンドビルド（BNB）  1,220  134,735 

 ダイ（DAI）  817,016  126,738 

 オプティミズム（OP）  61,468  17,575 

 アービトラム（ARB）  213,121  24,814 

 クレイトン（KLAY）  208,543  6,756 

 イミュータブルエックス（IMX）  75,322  16,183 

 マスクネットワーク（MASK）  16,235  7,517 

 ソラナ（SOL）  2,310  69,559 

 サイバー（CYBER）  10,968  5,683 

 その他  -  4,601 

 合計  39,557,011 
 ※  １  ポ  リ  ゴ  ン  （  MATIC  ）  は、  2024  年  9  ⽉  5  ⽇  に  ポ  リ  ゴ  ン  エ  コ  シ  ス  テ  ム  トー  ク  ン  （  POL 
 ）へ移⾏いたしました。 
 ※２ レンダートークン（RNDR）は、2024年12⽉11⽇にレンダー（RENDER）へ移 
 ⾏いたしました。 

   ②  活発な市場が存在しない暗号資産 
    該当事項はありません。 



独立監査人の監査報告書 
 

2025年 3月 13日 

 

ビ ッ ト バ ン ク 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

 

有限責任監査法人ト ー マ ツ 

東 京 事 務 所 

指定有限責任社員 
     

業 務 執 行 社 員 
 公認会計士 武 井 雄 次 

指定有限責任社員 
     

業 務 執 行 社 員 
 公認会計士 髙 山 朋 也 

 

＜計算書類等監査＞ 

監査意見 

当監査法人は、会社法第 436条第 2項第 1号の規定に基づき、ビットバンク株式会社の 2024年 1月

1日から 2024年 12月 31日までの第 11期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、

株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につい

て監査を行った。 

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表

示しているものと認める。 

 

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されて

いる。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、ま

た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

その他の記載内容 

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を

作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備

及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査

法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があ

るかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候

があるかどうか注意を払うことにある。 

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。 

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 

 

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類

等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書

類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま

れる。 



計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい

て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。 

 

計算書類等の監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から

計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が

あり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる

場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら

に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に

関連する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上

の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手

した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して

重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認

められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な

不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意

見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に

基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ

る。 

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内

容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の

事項について報告を行う。 

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去す

るための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガード

を適用している場合はその内容について報告を行う。 

 

＜報酬関連情報＞ 

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、当事業年度の会社及び子会

社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、それぞれ 77,300 千円及び 5,200

千円である。 
 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。 

以 上 


